
広島県ハンドボール協会 公認審判員更新登録等について（お知らせ） 

 

 平素から広島県ハンドボール協会の運営等にご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 

令和７年度の公認審判員，公認テクニカルオフィシャル，公認審判員指導員の更新手続きもよろしくお願い

します。手続きについてお知らせします。 

 

令和７年度の手続きは，令和７年３月２１日以降「マイハンドボール（https://handball.sportscom.jp/#/)）

にログインして手続きを行ってください。 

（3月 20日まではおそらく受け付けません） 

 

１．更新登録（公認審判員，公認テクニカルオフィシャル，公認審判員指導員 

 ①公認審判員 

マイハンドボールにログイン。 

  メニュー＞会費のお支払い＞検索（審判更新登録・広島県）を選択＞各々の取得級更新登録料＞ 

支払金額を確認（国際 6,000円，A～D 4,000円，終身 6,000円）＞支払い手続き。 

※クレジットカード支払またはコンビニ支払。（手数料が加算される。コンビニの場合期限までに） 

 ②公認テクニカルオフィシャル 

  検索（ＴＯ登録・広島県）を選択＞支払金額（A級 2,000円，B級 1,000円） 

  支払いは①と同じ 

 ③公認審判員指導員 

検索（公認指導員・広島県）を選択＞支払金額（A級 7,500円，B級 5,000円） 

  支払いは①と同じ 

 

２．移籍 

公認審判員，公認テクニカルオフィシャル，公認審判員指導員は主たる活動の場を所属している協会から

他の協会に変更する場合，「所属協会変更届（移籍申請書）」を提出しなければいけません。 

・変更を希望する協会へ移籍希望を連絡 

・「所属協会変更届（移籍申請書）」を作成し現所属協会へ提出。 

・現所属協会から移籍先協会へ申請書を提出。 という流れになります。 

該当される方がおられたら，審判長に連絡してください。 

申請書の様式は，(日本協会ＨＰ(https://www.handball.or.jp/)＞競技者・関係者向け＞書式＞資格関係

＞公認審判員関係＞⑫移籍申請書(Word) を使ってください。 

 

３．活動休止 

公認審判員，公認テクニカルオフィシャル，公認審判員指導員は長期の海外勤務，病気療養等のために活

動ができないなどやむを得ない場合休止を休止することが出来ます。 

その場合には，「活動休止申請書(Word)」を提出する必要があります 

申請書の様式は，(日本協会ＨＰ(https://www.handball.or.jp/)＞競技者・関係者向け＞書式＞資格関係

＞公認審判員関係＞⑬活動休止申請書(Word) を使ってください。 

 

※2024年度休止の手続きをされた方で期間を延長される場合，再度の申請が必要です。手続きをお願いしま

す。活動を再開される方は，審判長に連絡してください。講習会に参加し，更新登録の手続きが必要です。 

 

４．本件に関する問い合わせ先 

広島県ハンドボール協会 審判長 高  俊文 

  e-mail：totaka19@yahoo.co.jp  携帯：090-8713-3100 

〒737-0001 呉市阿賀北 9丁目 2-18 

https://handball.sportscom.jp/#/

